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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　椎体に差し込まれる埋込具（１）及び椎弓根ロッド（２）を有する、脊柱の椎体のため
の保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）において、
　埋込具（１）が前記椎弓根ロッド（２）の可動性のために後方へと開いた空洞部（３）
を有し、これにより、空洞部（３）を周方向から囲む箇所にて、埋込具（１）がスリーブ
状の形態を有し、
　埋込具（１）に対する椎弓根ロッド（２）の持続的な可動性を実現するとともに可動性
を制限すべく、椎弓根ロッド（２）における空洞部（３）内に配置された部分は、
　埋込具（１）の内面のネジ固定部（４）に差し込まれて接続されたネジ部分（５）と、
　埋込具（１）の内面の後方端の領域に備えられたストッパー面（６）に突き当てられる
ことで椎弓根ロッド（２）の動きの範囲を規制するストッパー対抗面（７）と、
　椎弓根ロッド（２）における埋込具（１）の近傍の領域中、ネジ部分（５）以外にて最
も径の小さい領域として、ネジ部分（５）とストッパー対抗面（７）との間に位置する可
撓領域（１２）とを有することを特徴とする保持装具。
【請求項２】
　埋込具（１）の内面のストッパー面（６）、及び、椎弓根ロッド（２）のストッパー対
抗面（７）は、後方へと向かって径が拡大していくテーパー状であり、
　ストッパー対抗面（７）をなすテーパー状部分には、後方から、このテーパー状部分の
最大径を径とする部分が連なり、前方から、このテーパー状部分の最小径を径とする部分
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が連なることを特徴とする請求項１に記載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２
０ｃ、２０ｄ）
【請求項３】
　空洞部（３）の内面は、ネジ固定部（４）及びストッパー面（６）より他の領域におい
て、円筒状、またはストッパー面（６）より傾斜の小さいテーパー状であることを特徴と
する請求項１または２に記載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ
）。
【請求項４】
　可撓領域（１２）の径が、ネジ部分（５）の径より小さいか、または、ネジ部分（５）
の径に実質上等しいことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の椎体のための保持
装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）。
【請求項５】
　椎弓根ロッド（２）が弾力のある領域を有することを特徴とする請求項１～４のいずれ
かに記載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）。
【請求項６】
　前記の弾力のある領域が、チタン及びその合金、鋼、ニチノールを含むニッケル・チタ
ン合金、形状記憶合金、コバルト－クロム合金、ポリエチレン、ポリウレタン、ポリエー
テルエーテルケトン、炭素繊維強化合成樹脂からなる群より選択された材料からなること
を特徴とする請求項５に記載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ
）。
【請求項７】
　埋込具（１）が弾性部材（１０）を有し、この弾性部材が埋込具（１）の内面と椎弓根
ロッド（２）との間の接続領域に配置されていることを特徴とする請求項５または６に記
載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）。
【請求項８】
　埋込具（１）と椎弓根ロッド（２）との間に、単軸または多軸の可動ジョイント部が設
けられていることを特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の椎体のための保持装具（
２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）。
【請求項９】
　椎弓根ロッド（２）が二次的に閉鎖可能なロッド受入部（８）を有することを特徴とす
る請求項１～８のいずれかに記載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２
０ｄ）。
【請求項１０】
　ロッド受入部（８）が位置調整可能な閉じ留め部材（９）を含むことを特徴とする請求
項９に記載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）。
【請求項１１】
　椎弓根ロッド（２）が長円形の横断面を有することを特徴とする請求項１～１０のいず
れかに記載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）。
【請求項１２】
　前記埋込具（１）は、ストッパー面（６）をなす後方部分の壁厚が、後方へと向かって
小さくなっていくように設けられたことを特徴とする請求項１～１１のいずれかに記載の
椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ）。
【請求項１３】
　第一の保持装具（２１）における埋込具（１）は、後方で一方の側に、埋込具（１）の
軸方向に直線状に延びる延長部分（１７）を有し、この延長部分（１７）には、第二の保
持装具（２２）に接続された接続部材（１１）に対して、堅固に取り付けるための連結手
段（１８）が備えられることを特徴とする請求項１～１２のいずれかに記載の椎体のため
の保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ、２１、２２、２３）。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の椎体のための保持装具（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ、２１、
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２２、２３）を複数備える背部の固定安定化機構（５０ｂ）において、
　延長部分（１７）は、接続部材（１１）の軸に沿った断面において、後方へと向かって
すぼまるテーパー状であり、
　少なくとも第一の保持装具（２１）が接続部材（１１）を備え、この接続部材（１１）
は、第一の保持装具（２１）の連結部（１５ａ）を介して第一の保持装具（２１）の椎弓
根ロッド（２ａ）に接続されており、また、第二の保持装具（２２）の連結手段（１８ｂ
）を介して第二の保持装具（２２）に接続されていることを特徴とする背部の固定安定化
機構。
【請求項１５】
　椎体のための第二の保持装具（２２）と請求項１～１２の一つに記載の椎体のための第
一の保持装具（２１）とを備える背部の固定安定化機構（５０ａ、５０ｃ、５０ｄ、５０
ｅ、５０ｆ）において、
　接続部材（１１）は、第一の保持装具（２１）の第一の椎弓根ロッド（２ａ）に連結す
るための第一の連結部（１５ａ）と、前記第二の保持装具（２２）の第二の椎弓根ロッド
（２ｂ）に連結するための第二の連結部（１５ｂ）とを備えることを特徴とする背部の固
定安定化機構。
【請求項１６】
　第一の連結部（１５ａ）及び／または第二の連結部（１５ｂ）は、それぞれ、接続部材
（１１）と、第一の保持装具（２１）における第一の椎弓根ロッド（２ａ）との間の第一
の角度（α）、及び、接続部材（１１）と、第二の保持装具（２２）における第二の椎弓
根ロッド（２ｂ）との間の第二の角度（β）について、不変に保つように構成されている
ことを特徴とする請求項１３に記載の背部の固定安定化機構（５０ａ、５０ｃ、５０ｄ、
５０ｅ、５０ｆ）。
【請求項１７】
　第一の連結部（１５ａ）及び／または第二の連結部（１５ｂ）が、それぞれ、接続部材
（１１）と、第一の保持装具（２１）における第一の椎弓根ロッド（２ａ）との間の第一
の角度（α）、及び、接続部材（１１）と、第二の保持装具（２２）における第二の椎弓
根ロッド（２ｂ）との間の第二の角度（β）を可変に保つように構成されていることを特
徴とする請求項１３に記載の背部の固定安定化機構（５０ａ、５０ｃ、５０ｄ、５０ｅ、
５０ｆ）。
【請求項１８】
　接続部材（１１）が入れ子状の伸縮可能領域（１９）及び／またはフレキシブル領域（
３０）を有することを特徴とする、請求項１５～１７のいずれかに記載の背部の固定安定
化機構（５０ａ、５０ｃ、５０ｄ、５０ｅ）。
【請求項１９】
　請求項１５～１８のいずれかに記載の背部の固定安定化機構（５０ａ、５０ｃ、５０ｄ
、５０ｅ）において、
　背部の固定安定化機構が椎体のための第三の保持装具（２３）を有し、
　接続部材（１１）が、第三の保持装具（２３）における第三の連結部（１５ｃ）を介し
て、第三の保持装具（２３）における第三の椎弓根ロッド（２ｃ）に接続されていること
を特徴とする背部の固定安定化機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は脊柱の椎体のための保持装具に関する。特には、椎体に埋め込まれる埋込具と
椎弓根ロッドとを備えるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　脊柱の椎体のための従来の保持装具では椎弓根ロッドが、埋込具に対して動かないよう
に設けられている。ここで、二つの椎弓根ロッドの間の接続ロッドへの固定具によって、
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これら二つの椎弓根ロッドの方向づけが固定され得る。この形態は、椎体の固定及び安定
化（固定・安定化）が剛直となっており、そのため、動きの範囲が制限されるという不都
合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開WO2008/092422
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、本発明の根底をなす課題は、冒頭に述べたような脊柱の椎体のための保持
装具について、動きの範囲に関しての従来の保持装具の不都合を克服できるように構成す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第一の態様によると、上記課題は、導入部で述べた埋込具において、次のよう
であることにより解決される。すなわち、埋込具が椎弓根ロッドの可動性のために空洞部
を有し、埋込具に対して椎弓根ロッドが持続的な可動性を有するように、椎弓根ロッドが
この空洞部内に配置されていることによって解決される。
【発明の効果】
【０００６】
　この形態であると、可動のセグメント（脊柱の屈曲などの単位となる部分）についての
固定・安定化は、椎弓根のところの水平面の腹側にある生理学的な回転中心の領域に、回
旋の中心をもつようにして実現できるといういう利点を有する。これにより、広範囲の生
理学的な運動パターンが可能となっている。さらなる利点は、続いての変性の有効な予防
及びより大きな動き範囲の維持が実現可能なことである。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第一の実施例に係る脊柱の椎体のための保持装具の断面図である。
【図２】本発明の第二の実施例に係る脊柱の椎体のための保持装具の断面図である。
【図３】本発明の第三の実施例に係る脊柱の椎体のための保持装具の断面図である。
【図４】本発明の第四の実施例に係る脊柱の椎体のための保持装具の断面図である。
【図５】動きの自由度が阻害されている、従来の保持装具についての、図１～４と同様の
断面図である。
【図６】後方の接続部材を備える椎弓根ロッドの断面図である。
【図７】本発明の第一の実施例に係る脊柱の椎体のための第一の保持装具と、脊柱の椎体
のための第二の保持装具とを備えた、背部の固定安定化機構の断面図である。
【図８】第二の実施例に係る、多セグメントでの使用のための背部の固定安定化機構の断
面図である。
【図９】第三の実施例に係る、フレキシブルな接続部材を備えた背部の固定安定化機構の
断面図である。
【図１０】背部の固定安定化機構の動きの可能性についての模式的な図である。１０ａの
部分には、静止状態にある背部の固定安定化機構について、上方のものよりもさらに模式
的に示す。また、図１０ｂの部分には、図１０ａの状態から、動きにより、偏位した状態
を同様に模式的に示す。
【図１１】第四の実施例に係る背部の固定安定化機構の断面図である。
【図１２】第五の実施例に係る背部の固定安定化機構の断面図である。
【図１３】第六の実施例に係る背部の固定安定化機構の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
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　埋込具がスリーブ形の形態を有するなら、椎体への埋込具の差込みまたは埋め込みが容
易になり、好ましいことが知られた。
【０００９】
　椎弓根ロッドが弾力性のある領域を有するならば好ましい。この弾力性を有する領域が
、金属及び特にチタン及びその合金、鋼あるいはコバルトクロム合金（CoCr alloy, 例え
ばASTM-F75のもの）または合成樹脂、並びに、特には、ポリエチレン、ポリウレタン、ポ
リエーテルエーテルケトン、炭素繊維強化合成樹脂、または超高弾性のニチノール（ニッ
ケルとチタンの合金、例えばASTM F2063を満たす医療用グレードのもの）を含む群から選
択された材料から形成されているなら、特に好ましい。この形態であると、埋込具に対す
る椎弓根ロッドの可動性が簡単にもたらされ得るという利点を有する。
【００１０】
　さらに、弾性部材を、埋込具と椎弓根ロッドとの間の接続領域に配置することができる
。この実施形態であると、緩衝部材の使用によって付加的な安定が達成され得るという利
点を有する。このために、例えばポリカーボネート系ウレタン樹脂（特にはポリカーボネ
ートジオールからなる高耐久性及び弾性を有する樹脂）からなる中空円筒を、埋込具と椎
弓根ロッドとの間の空洞部に取り付けることができる。ここで、緩衝と固定・安定化の程
度を目的に合わせて決めるために、弾性を有する部材の、形状と幾何学的配置を変化させ
ることができる。例えば、短冊状の弾性部材を、椎弓根ロッドの軸のまわりに、均等にな
るように所定の角度ごとに配置するといったことが可能である。
【００１１】
　好ましい実施形態では、埋込具がネジ係留部を空洞部内に有し、椎弓根ロッドがネジ部
分を有する。それによって埋込具と椎弓根ロッドとの間に、堅固であって、かつ解除し得
る接続が実現できる。さらに、例えば粘着、締め付け、溶接、スナップ留め、または掛け
金留めのような他の接合技術を用いることもできる。
【００１２】
　また、埋込具と椎弓根ロッドとの間に、単軸、二軸または多軸の、ヒンジ接続部その他
の可動ジョイント部を設けることもできる。このようであるならば、埋込具に対する椎弓
根ロッドの可動性、特には椎骨間の屈曲及び伸展が容易にに実現できる。
【００１３】
　椎体用のこのような保持装具にあって、埋込具が後方（患者の背面側）の領域にストッ
パー面を有し、また椎弓根ロッドが、これに対応するストッパー対抗面を有することで、
埋込具と椎弓根ロッドとの間の可動性を制限するならば好ましいことが知られた。
【００１４】
　椎弓根ロッドが後方（患者の背面側に来る部分）に、二次的に閉鎖可能なロッド受入部
を有すると好ましい。すなわち、埋込具及び椎弓根ロッドを椎骨に取り付けた後に、閉鎖
して他の部材と連結可能であるならば好ましい。これに関連して、ロッド受入部が位置調
整可能な閉じ留め部材を含んでいるととりわけ好都合であると明らかになっている。この
ような形態であると、二次的に、すなわち背部の固定安定化機構を患者の体内にに埋め込
んだ後に、経皮的な手術をすることよって、角度を固定した接続を実現することが可能と
なる。例えば、骨の状況が危険なものである場合に、負担なく埋込具を根づかせることが
可能になるという利点を有する。埋込具が根づいた際に、例えば経皮的に局所麻酔にて、
背側の部分同士を接続することができる。これにより、可撓性のセグメントの固定・安定
化、または、剛直なセグメントの固定・安定化が実現できる。
【００１５】
　本発明に係る椎体のための保持装具であると、椎弓根ロッドが長円形（幾何学的な楕円
形のみならず、小判型などを含むものとする）の横断面を有すると有利である。長円形の
横断面によって、屈曲及び／または伸展（すなわち、これら両者の少なくとも一方、以下
同様）のための運動範囲が変わらぬ安定性で拡げられ得る。長円形の横断面に基づいて、
異なる平面における抵抗モーメントが異なる大きさであることが可能であり、その結果、
例えば患者の正中面方向での屈曲が、これに垂直な方向での側屈よりも容易であるように
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することができる。また、これにより、患者が体をねじるための回旋の際の安定性が高め
られる。
【００１６】
　埋込具の後方端部分の壁厚が、他のスリーブ部分に比べて小さいなら、特には、この後
方端部分にて、後方へと向かって壁厚が小さくなっていくならば、特に好ましい。
【００１７】
　椎体のための当該保持装具では、埋込具が後方で一方の側に延長部分を有し、この延長
部分が、第二の保持装具と接続された接続部材の永続的な取り付けのために連結手段を備
えて、特に接続部材受容部を備えて、構成されていると好ましい。この形態は、多セグメ
ントについての動的な使用のためにとりわけ適している。複数のセグメントによる十分な
可動性、特に屈曲／伸展の際の充分な可動性を実現するためには、背側の接続部材の領域
に生じる長さ変化を補償し、このようにして、個々のセグメントの可動性が累積されるよ
うにできることが必要である。個々の動的な保持装具の間の接続は、それぞれ、一つの保
持装具の椎弓根ロッドにおける延長部分が、最も近い頭側の埋込具（スリーブ）に対して
、連結手段を介して接続されるように行なわれる。それによって、任意の長い期間にわた
っての固定安定化が達成され得る。この利点は、本発明により、この種の保持装具を複数
、特には数個備える背部の固定安定化機構について、少なくとも第一の保持装具が接続部
材を有し、この接続部材が、第一の保持装具の固定部を介して第一の保持装具の椎弓根ロ
ッドと接続されており、第二の保持装具の連結手段を介して第二の保持装具と接続されて
いることによって達成され得る。
【００１８】
　本発明の第二の態様であると、上記課題は以下により解決される。すなわち、背部の固
定安定化機構において、上述の実施形態のいずれかに係る椎体のための第一の保持装具と
、椎体のための第二の保持装具とが、第一の保持装具における第一の椎弓根ロッドとの第
一の連結部及び第二の保持装具の第二の椎弓根ロッドとの第二の連結部を有する接続部材
とともに設けられていることによって解決される。このような形態であると、椎体の背側
部分に生理学的に置かれた回転中心によってより良いセグメント可動性がもたらされると
いう利点を有する。それによって、この固定安定化機構は、例えば椎間板プロテーゼとし
ても使用され得る。さらに、後の段階で椎間関節置換との組み合わせも可能である。
【００１９】
　このような背部の固定安定化機構において次のようであるならば好ましい。第一の連結
部及び／または第二の連結部が、それぞれ、接続部材と第一の保持装具における第一の椎
弓根ロッドとの間の第一の角度、及び、接続部材と第二の保持装具における第二の椎弓根
ロッドとの間の第二の角度を不変に保つように構成されているならば好ましい。すなわち
、第一の連結部と第二の連結部との少なくとも一方において、角度が固定されるように連
結が行われているならば好ましい
　上記に代えて、当該背部の固定安定化機構では、第一の連結部及び／または第二の連結
部が、それぞれ、接続部材と第一の保持装具の第一の椎弓根ロッドとの間の第一の角度、
及び、接続部材と第二の保持装具の第二の椎弓根ロッドとの間の第二の角度を可変に保つ
ように構成されていても良い。
【００２０】
　背部の固定安定化機構において、背側の接続部材の領域で生じる長さ変化を補償するた
めに接続部材が入れ子状の伸縮可能領域及び／またはフレキシブル領域を有するならば好
ましいことが知られた。
【００２１】
　背部の固定安定化機構が、椎体のための第三の保持装具を有し、また、接続部材が第三
の保持装具における第三の連結部を介して第三の保持装具の第三の椎弓根ロッドと接続さ
れていると好ましい。このようにして、多セグメントの可撓性の固定・安定化が達成され
得る。
【００２２】
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　本発明に係る固定・安定化システムの他の利点は、例えば椎間板の継続的な負荷軽減の
ために、背側の接続部材によってセグメント同士の伸延が可能であることにある。
【００２３】
　以下では本発明を、図面に示した実施例によって詳細に説明する。
【００２４】
　図１には、本発明の第一の実施例の、脊柱の椎体用の保持装具２０ａを示す。保持装具
２０ａは、空洞部３を有する埋込具１と、椎弓根ロッド２とを含む。埋込具１がネジアン
カリング（係留固定）部４を有しており、このネジ係留部４には、椎弓根ロッド２のネジ
部分５を差し込むことができる。ここで、椎弓根ロッド２のネジ部分５は直径が４ｍｍ～
５ｍｍであるのが好ましいことが知られた。また、埋込具１は、基本形状を、先端へと向
かってすぼまるテーパー状または円錐形その他の紡錘状とすることができ、また、外周面
の全部または一部に雄ネジ部を備えることができる。図示の例で、根元部の外面が円筒形
であり、先端側が先細のテーパー状となっている。ここで、両皮質係留（bicortical anc
horing）が行われるようにすべく、すなわち、椎骨中にて挿入側の皮質層（緻密層）のみ
ならず、逆側の皮質層（緻密層）でも係留固定が行われるようにすべく、先端のネジ部分
は鈍く形成することができる。すなわち、周面が埋込具１の軸線に対してなす角度（すな
わち、テーパー角）を、他の部分より大きくとることができる。一方、埋込具１の雄ネジ
部は、椎弓根を割ったり壊したりするのを防ぐために、後方（挿入方向の手前側）の領域
で、後方に向かって、より平坦になっていくようにすることができる。すなわち、後方部
分で、先端へと向かってすぼまるテーパー角が小さくなったテーパー面ないしは円筒面を
なすようにすることができる。埋込具の表面は、コーティングされているならば好ましい
。例えば、ヒドロキシアパタイトのコーティング層を金属材表面に形成しておくことで骨
接続性を向上させることができる。埋込具１の壁厚は、後方端部にて、後方へと向かって
小さくなって行くように形成することができる。なお、埋込具１は、患者の後方、すなわ
ち背面側から、椎弓根を貫いて腰部の椎体中に差し込んで係留固定することができる。こ
こで、埋込具１は、スリーブ状に形成するのが好ましいことが知られた。椎体中での係留
固定は、埋込具１の表面構造（例えばネジ切部またはコーティング等）によって、及び／
または、形状変化（例えば、斜めになるようにする外への拡開、かしめや膨出、またはバ
ルーン膨張）によって実現し得る。
【００２５】
　また、椎弓根ロッド２は、可撓領域１２、係留固定領域１４、及び動き範囲規制領域１
３を有しており、この動き範囲規制領域にて、埋込具１のストッパー面６に椎弓根ロッド
２のストッパー対抗面７が突き当てられることで動きが規制される。また、埋込具１及び
椎弓根ロッド２は、後方領域において、動き範囲規制が所望の、規制度合の範囲内で行な
われるように形づくられている。埋込具１のストッパー面６と、椎弓根ロッド２のストッ
パー対抗面７とについて、許容し得る動きの範囲を目的に合わせて決定すべく相応の形態
をとるように選択することができる。
【００２６】
　可撓性の度合い及び回転中心を、患者ごとに特有の要求に、より良く合わせることがで
きるように、椎弓根ロッド２の可撓領域１２は、さまざまな直径及び／または異なった形
態を有することができる。図１に示された第一の実施例に係る保持装具２０ａの場合には
、椎弓根ロッド２における可撓領域１２の直径がネジ部分５の直径と実質的に等しい。こ
こで、第一の実施例では、椎弓根ロッド２の可撓領域１２が、椎弓根ロッド２のネジ部分
５に隣接して配置されている。図２以降の図に示す各実施例の説明においては、本実施例
と同一の部材または部分について、同一の符号を付している。また、繰り返しを避けるた
めに、なるべく本実施例と相違する部分についてのみ述べることとするが、他の部分は本
実施例と同一または同様である。
【００２７】
　図２には、本発明の第二の実施例に係る脊柱の椎体のための保持装具２０ｂを示す。こ
の実施例では、椎弓根ロッド２における可撓領域１２の直径がネジ部分５に比べて小さい
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。また、第二の実施例でも、椎弓根ロッド２の可撓領域１２が、椎弓根ロッド２のネジ部
分５に隣接して配置されている。
【００２８】
　図３には、本発明の第三の実施例に係る脊柱の椎体のための保持装具２０ｃを示す。こ
の実施例では、椎弓根ロッド２における可撓領域１２の直径がネジ部分５の直径に比べて
小さい。また、第三の実施例では、椎弓根ロッド２の可撓領域１２と、椎弓根ロッド２の
ネジ部分５との間に、これらより直径が大きい補強領域１７が配置されており、この補強
領域１７の外周面が、埋込具１の内周面に当接する。
【００２９】
　図４には、本発明の第四の実施例に係る脊柱の椎体のための保持装具２０ｄを示す。こ
の実施例では、椎弓根ロッド２における可撓領域１２の直径がネジ部分５の直径に比べて
小さい。また、第四の実施例では、椎弓根ロッド２の可撓領域１２が、椎弓根ロッド２の
ネジ部分５に隣接して配置されている。また、さらに、円筒状またはその他の形状の一つ
または複数の弾性部材１０が椎弓根ロッド２の可撓領域１２の外周面と、埋込具１の内周
面との間に配置されている。
【００３０】
　したがって、可撓領域１２の異なった形態によって、患者ごとの特有の要求に対し、最
適化された適合を実現することができる。また、椎骨間の可撓性の固定・安定化から、剛
直な固定・安定化への二次的な切替を可能にすべく、または、剛直な固定・安定化から可
撓性の固定・安定化への二次的な切替を可能にすべく、剛直な椎弓根ロッドが保持装具の
システムに含まれていても良い。
【００３１】
　本発明について、より理解しやすいように、図５には脊柱の椎体のための従来の保持装
具２００が示されている。従来の保持装具２００は、埋込具１と椎弓根ロッド２を含んで
いるが、可撓領域も運動制限領域も形成されていない。その結果、剛直な固定・安定化だ
けが実現可能である。
【００３２】
　図６には、椎弓根ロッド２、及び、他の椎弓根ロッドと接続するための後方の接続部材
１１についての断面図を示す。ここで、接続部材１１は、好ましくは接続ロッドとして形
成されている。椎弓根ロッド２は、後方（患者の背面側、施術の際の手前側）に、接続部
材１１のための閉鎖可能なロッド受入部８を有する。接続を実現すべく、閉じ留め部材９
を備えることができる。閉じ留め部材９は、接続を実現すべく図６に示された矢印方向へ
と動かすことができる。
【００３３】
　図７には、背部の固定安定化機構５０ａの断面図を示す。この固定システム５０ａには
、
本発明に係る脊柱の椎体のための第一の保持装具２１と、本発明に係る脊柱の椎体のため
の第二の保持装具２２と、接続部材１１とが備えられる。この接続部材１１は、第一の保
持装具２１の第一の椎弓根ロッド２ａとの接続のための第一の連結部１５ａと、第二の保
持装具２２の第二の椎弓根ロッド２ｂとの接続のためための第二の連結部１５ｂとを備え
る。これに代えて、本発明に係る背部の固定安定化機構において、第一の保持装具２１ま
たは第二の保持装具２２を、図７には不図示の剛性の椎弓根ロッドを備える脊柱の椎体の
ための従来の保持装具で置き換えることもできる。このようにして、剛直な固定・安定化
と可撓性の固定・安定化の組み合わせが達成され得る。
【００３４】
　また、図７に示した実施例では、背部の固定安定化機構５０が第一の保持装具２１に第
一の回転中心１６ａを有し、第二の保持装具２２に第二の回転中心１６ｂを有する。第一
の連結部１５ａ及び／または第二の連結部１５ｂは、それぞれ、接続部材１１と、第一の
保持装具２１の第一の椎弓根ロッド２ａとの間の第一の角度α、及び、接続部材１１と第
二の保持装具２２の第二の椎弓根ロッド２ｂとの間の第二の角度βを不変に保つように構
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成することもできる。これに代えて、第一の連結部１５ａ及び／または第二の連結部１５
ｂは、それぞれ、接続部材１１と、第一の保持装具２１の第一の椎弓根ロッド２ａとの間
の第一の角度α、及び、接続部材１１と、第二の保持装具２２の第二の椎弓根ロッド２ｂ
との間の第二の角度βを可変に保つように構成することもできる。
【００３５】
　また、本発明に係る背部の固定安定化機構では、脊柱の椎体のための保持装具の数が二
つに限定されているわけではなく、より多くの保持装具を組み入れることもできる。
【００３６】
　図８は、第二の実施例に係る多セグメントの使用のための背部の固定安定化機構５０ｂ
の断面図を示す。この背部の固定安定化機構５０ｂは、三つの保持装具２１、２２、２３
を備える。保持装具２１、２２、２３は、それぞれ一つの椎弓根ロッド２ａ、２ｂ、２ｃ
を有し、これら椎弓根ロッドには、それぞれ一つの接続部材１１ａ、１１ｂ、１１ｃが、
対応する連結部１５ａ、１５ｂ、１５ｃによって取り付けられている。また、第一及び第
二の接続部材１１ａ、１１ｂは、最も近い（患者の）頭側の埋込具に対し、対応する埋込
具１の後方の延長部分１７にある連結手段１８によって接続されている。この実施例では
、生理学的な回転中心３１ａ、３１ｂ、３１ｃが機械的な回転中心１６ａ、１６ｂ、１６
ｃの近くにある。
【００３７】
　図９は、第三の実施例に係るフレキシブルな接続部材を備える背部の固定安定化機構５
０ｃの断面図を示す。その構造は図７に示した実施例と同様であるが、接続部材１１が、
入れ子状に伸縮可能な領域１９と、フレキシブル領域３０を有する。このフレキシブル領
域は、図示の例で、径の小さい部分及び／またはテーパー状の部分によって接続部材１１
に形成されている。
【００３８】
　図１０には、１セグメントの器具構成の場合についての、背部の固定安定化機構の運動
可能性を、模式的に示す。矢印で示す回転運動の他に並進も可能である。また、埋込具と
椎弓根ロッドとを別体とすることによって起こり得る、ネジの緩みを最小限とすることが
できる。なぜなら、可撓性による動きは、骨と埋込具との接触部分を通じてではなく、埋
込具と椎弓根ロッドとの接触部分によって伝えられるからである。また、脊柱の軸方向（
縦方向）への伸延は、背側で椎弓根ロッド２と縦方向の支持部材（ここでは接続部材１１
）とによって行なわれる。そのため、可撓性が引き続き保たれる。加えて、脊柱後湾が防
止され得る。その結果、脊柱の箇所での矢状断面に積極的な影響を及ぼすことが、動きの
範囲に悪影響を及ぼすことなしに実現できる。
【００３９】
　図１１は第四の実施例に係る背部の固定安定化機構５０ｄの断面図を示す。この実施例
では、生理学的な回転中心３１が、患者の尾てい骨側にて、埋込具の機械的な回転中心１
６の近傍にある。これにより、剛性の接続部材１１を採用することができ、第二及び第三
の保持装具には、従来の保持装具を用いることができる。なぜなら、さらなる可動性が必
須でないからである。この結果、第四の実施例に係る背部の固定安定化機構５０ｄは、一
つの本発明に係る保持装具及び二つの従来の保持装具からなる。
【００４０】
　図１２は、第五の実施例に係る背部の固定安定化機構５０ｅの断面図を示しており、こ
の実施例では、生理学的な回転中心３１が、機械的な回転中心１６から大きく離れたとこ
ろにある。その結果、第二の運動が必須になる。このことは、可撓性の接続部材１１を必
要とする。図１２に示されているように、このことは、例えば径の細い部分及び／または
テーパー状の部分によって形成されるフレキシブル領域３０によって実現することができ
る。第五の実施例に係る背部の固定安定化機構５０ｅも、同様に、一つの本発明に係る保
持装具及び二つの従来の保持装具からなる。
【００４１】
　図１３は、第六の実施例に係る背部の固定安定化機構５０ｆの断面図を示す。ここでは
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、本発明に係る保持装具を三つ備える。この実施例では、三つの生理学的な回転中心３１
ａ、３１ｂ、３１ｃが、患者の尾てい骨側で三つの機械的な回転中心１６ａ、１６ｂ、１
６ｃの近傍にある。屈曲と並進を実現するためには、二つの運動領域で充分である１セグ
メントの器具構成とは対照的に、ここにある多セグメントの器具構成において、他の動き
領域が必須である。このような動き領域が、図１３に示す実施例の場合には、縦方向の接
続部材１１における径の小さい部分及び／またはテーパー状の部分として形成されている
。
【符号の説明】
【００４２】
１　埋込具　　　　　　　　１ａ　第一の埋込具　　　　１ｂ　第二の埋込具　　
１ｃ　第三の埋込具　　　　２　椎弓根ロッド　　　　　２ａ　第一の椎弓根ロッド　　
２ｂ　第二の椎弓根ロッド　　２ｃ　第三の椎弓根ロッド　　３　空洞部　　
４　埋込具におけるネジ係留部　　５　椎弓根ロッドのネジ部分　　
６　埋込具のストッパー面　　７　椎弓根ロッドのストッパー対抗面　　
８　閉鎖可能なロッド受入部　　９　閉じ留め部材　　　　　１０　弾性部材　　
１１　接続部材　　　　　　１１ａ　第一の接続部材　　１１ｂ　第二の接続部材　　
１１ｃ　第三の接続部材　　１２　可撓領域　　　　　　１３　運動制限領域　　
１４　固定領域　　　　　　１５ａ　第一の連結部　　　１５ｂ　第二の連結部　　
１５ｃ　第三の連結部　　　１６ａ　第一の機械的な回転中心　　
１６ｂ　第二の機械的な回転中心　　　１６ｃ　第三の機械的な回転中心　　
１７ａ　第一の後方の延長部分　　　　１７ｂ　第二の後方の延長部分　　
１７ｃ　第三の後方の延長部分　　　　１８　連結手段　　
１９　接続部材の入れ子式領域　　　　２０ａ　第一の実施例の保持装具　　
２０ｂ　第二の実施例の保持装具　　　２０ｃ　第三の実施例の保持装具　　
２０ｄ　第四の実施例の保持装具　　　２１　第一の保持装具　　
２２　第二の保持装具　　　　　　　　２３　第三の保持装具　　
３０　接続部材のフレキシブル領域　　３１　生理学的な回転中心　　
３１ａ　第一の生理学的な回転中心　　３１ｂ　第二の生理学的な回転中心　　
３１ｃ　第三の生理学的な回転中心　　
５０ａ　第一の実施例の背部の固定安定化機構　　
５０ｂ　第二の実施例の背部の固定安定化機構　　
５０ｃ　第三の実施例の背部の固定安定化機構　　
５０ｄ　第四の実施例の背部の固定安定化機構　　
５０ｅ　第五の実施例の背部の固定安定化機構　　
５０ｆ　第六の実施例の背部の固定安定化機構　　　２００　従来の保持装具
α　接続部材と第一の椎弓根ロッドとの間の第一の角度
β　接続部材と第二の椎弓根ロッドとの間の第二の角度
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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